
 
 
 
 
 
  

 
 
  

   本組合が定める個人情報保護法施行条例施行規定を整備する予定です。 

 

 に関する理念規定等は適用されますが、個人情報の取扱いに関しては、法の適用を受けません。 

※本組合において、法が適用されるのは、管理者、監査委員となっています。議会は、個人情報の保護 

   地方公共団体は、法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な 

地方公共団体は、法を施行する上で、必要最低限度の事項についてのみ、施行条例（新規）への 

そのため、本組合においても条例を定める必要がある。 
規定が認められる。 

   施策を策定し、これを実施する責務を有する。 



  



 
 
【方針１】新らたに「倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例」を制定します。 

【方針２】施行条例には、改正法の施行にあたって必要となる規定を盛り込みます。 

（１）施行条例を適用する組合の機関を定義します。＜第２条＞（実施機関とは管理者及び監査委員をいう。） 

（２）開示請求等に係る手数料を定めます。＜第３条＞ 

  ・開示請求に係る申請手数料を条例に定める必要があるため、手数料は無料とし、公文書の写しの作成にかかる費用や送料につ

いても、請求者の実費負担とすることを規定します。 

（３）審査請求（不服申し立て）の諮問先を定めます。＜第４条＞ 

  ・開示決定等に対する審査請求については、行政不服審査法に基づき諮問しなければならないとされており、諮問先を明確にす

る必要があることから、「倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会」を当該諮問機関とすることを規定します。 

（４）開示決定等の期限を定めます。＜第５条・第６条＞ 

  ・法において開示決定等の期限を条例で定めることが可能とされていることから、組合において開示決定等の期限については、

請求があった日の翌日から起算して 14 日以内、延長は 16 日以内（合計 30 日以内）とすることを規定します。 

（５）苦情の申出に関する規定を定めます。＜第７条＞ 

  ・個人情報の取扱いについて苦情があるときは、苦情の申出を行うことができることを規定します。 

（６）審議会への諮問、設置、組織について定めます。＜第８条・第９条＞ 

  ・法において審議会の設置については、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要と認めるときは、条例で審議会を設置し諮問することを可能としているため、審議会の設置等について規定します。 

  ・審議会への諮問は、より専門性の高い知見から運用上の細則等を定めるようとする場合に諮問することが、法において許容さ

れています。 

（７）実施状況の公表について定めます。＜第１０条＞ 

  ・毎年 1回、法の施行状況を取りまとめ、公表することを規定します。 

 

３．組合における対応方針及び施行条例への規定 


